
第

二

百

八

十

六

号

令

和

四

年

三

月

二

十

九

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

一
四
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

文
化
創
造
課)

一
四
七

○
ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
五
〇

○
飛�
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

一
五
二

○
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(
障
害
福
祉
課)

一
五
四

告

示

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可(

公
共
下
水
道)

(

下

水

道

課)

一
五
七

規

則

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
八
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
七
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
六
項
を
第
十
項
と
し
、
同
条

第
五
項
中｢

第
七
項｣

を｢

第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第

八
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
三
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
四
号｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
東
日
本
大
震
災
そ
の
他
の
大
規
模
災

害
に
よ
り
被
災
し
た
私
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
等

(

以
下｢

幼
稚
園
等｣

と
い
う
。)

に
在
籍
す
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
等(

学
校
教
育
法

第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ
の
他
の
幼
稚
園
等
に
在
籍
す
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
で
日
本
国

内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
の
授
業
料
等
を
負
担
す
べ
き
者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
者
を
い
う
。)

に

対
す
る
授
業
料
等
の
軽
減
の
た
め
の
補
助
金
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

６

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
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(
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日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
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四
年
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十
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日



十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務

二

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に

関
す
る
事
務

四

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の

停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
務

五

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

資
料
の
提
供
等
の
求
め
に
関
す
る
事
務

六

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に

要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

九

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金
の
徴
収(

同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
。)

に
関
す
る
事
務

７

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
二
十
歳
未
満
の
者
を
扶
養
し
て
い
る

者(

配
偶
者
の
な
い
者
に
限
る
。)

に
対
す
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
た
め
の
講
座
の
受

講
に
係
る
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
二
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中｢

別
表
第
一
一
の
項
第
一
号｣

を｢

別
表
第
一
一
の
項
第
二
号｣

に
、｢

第
三
項｣

を｢

第
四
項｣

に
、｢

が
そ
の｣

を｢

に｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

条
例(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号)

第
七
条
に
規
定
す
る
掛
金
の
減
免
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢

前
条
第
四
項｣

を｢

前
条
第
八
項｣

に
、｢

同
条
第
五
項｣

を｢

同
条
第
九
項｣

に
、｢

同
条
第
六
項
及
び
第
七
項｣

を｢

同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

別
表
第
二
一
の
項
第
二
号｣

を

｢

別
表
第
二
一
の
項
第
三
号｣

に
、

｢

前
条
第
二
項｣

を｢

前
条
第
三
項｣

に
、｢

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項

の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
職

権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報(

以
下

｢

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報｣

と
い
う
。)

及
び｣

を｢

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
及
び
外
国
人
生
活

保
護
実
施
関
係
情
報
並
び
に｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

４

条
例
別
表
第
二
一
の
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
は
、
前
条
第
六
項
第
一
号
の
保

護
を
受
け
る
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
に
準
ず
る
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
の
要
保

護
者
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
に
準
ず
る
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者

(

以
下｢

外
国
人
要
保
護
者
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

二

児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一
項
の
療
育
の
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

三

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

四

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
、
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
就
労
自
立
給
付
金
の
支

給
に
関
す
る
情
報
又
は
同
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情

報
五

児
童
扶
養
手
当
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号)

第
四
条
第
一
項
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

六

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号)

第
十
三
条
第
一

項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
附
則
第
三
条
若
し
く
は
第
六

条
の
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
情
報

七

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
三
十
一
条(

同
法
第
三
十
一
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

八

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号)

第
三
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条
第
一
項
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

九

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
障
害
児
福
祉
手
当
、
同
法
第
二
十

六
条
の
二
の
特
別
障
害
者
手
当
又
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
四
号)

附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

十

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。

以
下｢

平
成
十
九
年
改
正
法｣
と
い
う
。)

附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
並

び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下｢

平
成
二
十
五
年
改
正
法｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二

十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

以
下｢

旧
法｣

と
い
う
。)

第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
、
平

成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給

付
の
支
給
の
実
施
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国

残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項(

平
成
十
九
年

改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一

項
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
開
始
若
し

く
は
同
条
第
二
項
の
職
権
に
よ
る
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る

情
報

十
一

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
五
条

第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

５

条
例
別
表
第
二
一
の
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
は
、
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る

給
付
金
の
支
給
の
申
請
を
行
う
者
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
法
第
四
条
第
一
項
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

別
表
第
二
一
の
項
第
一
号｣

を｢

別
表
第
二
一
の
項
第
二
号｣

に
、｢

前
条
第

一
項｣

を｢

前
条
第
二
項｣

に
、｢

同
条
第
三
項｣

を｢

同
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
別
表
第
二
一
の
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

掛
金
の
減
免
の
申
請
を
行
う
者
又
は
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
十

九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の

保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
職

権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報(

以

下｢

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報｣

と
い
う
。)

及
び
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
同
法
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行

う
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行

う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
若
し
く
は

廃
止
に
関
す
る
情
報(

以
下｢

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報｣

と
い
う
。)

第
四
条
中｢

別
表
第
三
知
事
の
項｣

を｢

別
表
第
三
一
の
項｣

に
、｢

第
二
条
第
四
項｣

を｢

第
二

条
第
八
項｣

に
、｢

同
条
第
五
項｣

を｢

同
条
第
九
項｣

に
、｢

同
条
第
八
項｣

を｢

同
条
第
十
二
項｣

に
改
め
、｢

以
下｣

の
下
に｢

こ
の
項
に
お
い
て｣

を
、｢

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報｣

の
下
に｢

及
び

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報｣

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
別
表
第
三
二
の
項
の
第
二
欄
の
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
は
、
外
国
人
要
保
護
者
等
に

係
る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
経
費
の
支
弁
に
関
す
る
情
報
及
び
学

校
保
健
安
全
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号)

第
二
十
四
条
の
援
助
の
実
施
に
関
す
る
情
報

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
施
行
規
則(

平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
２�
の
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
映
像
及
び
音
声
の
記
録
装
置
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 286 号 岐 阜 県 公 報 令和４年３月29日 ( 148 )

ハ
ン
デ
ィ
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
配
信
記
録
シ
ス
テ
ム

一

式

一

式

一
、
五
二
〇

五
、
二
二
〇
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(
平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
演
奏
者
用
椅
子
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 286 号 岐 阜 県 公 報 令和４年３月29日 ( 150 )

オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
配
信
記
録
シ
ス
テ
ム

一
式

五
、
二
三
〇
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

飛�
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
号

飛�
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

飛�
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中｢

小
ホ
ー
ル｣

の
下
に｢
、
大
会
議
室｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中｢

、

大
会
議
室｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 286 号 岐 阜 県 公 報 令和４年３月29日 ( 152 )
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中｢

第
一
号｣

を｢

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

第
二
号
又
は
第
三
号｣

を｢

第
四
号｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

第
四
号｣

を｢

第
五
号｣

に
改

め
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
七
号
様
式
の
二
を
削
り
、
別
記
第
七
号
様
式
の
三
を
別
記
第
七
号
様
式
の
二
と
し
、
別
記
第

七
号
様
式
の
四
を
別
記
第
七
号
様
式
の
三
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

岐
阜
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
九
年
七
月
十
七
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
恵
那
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

恵
那
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

恵
那
都
市
計
画
下
水
道
事
業

恵
那
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
加
茂
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

川
辺
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

美
濃
加
茂
都
市
計
画
下
水
道
事
業

川
辺
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
十
二
月
十
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


